
上川管内木質バイオマス安定供給協議会について

平成25年９月設立

【目的】
上川管内の各地域では、公共施設や温泉施設などでの熱利用を中心と
した木質バイオマスエネルギーを利用する動きが多く見られ、今後、
木質バイオマスの需要が増加していくことが想定されています。
そのため、上川総合振興局では、上川管内木質バイオマス安定供給協
議会を設置して、関係者による連携した取組や情報の共有化を通じて、
管内熱利用施設などへの木質バイオマスの安定供給体制の構築を図る
ことを目指しています。

【協議事項】
・需要量・供給量の把握
・情報の共有化
・原料の集荷・製造工程の低コスト化
・流通の効率化を図るための仮想市場の検討
・その他木質バイオマスの安定供給に関し必要な事項

【協議会の構成員】
協議会の構成員は、協議会の目的に賛同する機関や団体としています


